
電話催告支援システム機器一式賃貸借 仕様書 

１ 件名 

 電話催告支援システム機器一式賃貸借 

２ 納入場所 

 鳥取市役所駅南庁舎 納付催告センター 

3 納入期限 

 令和 7 年 8 月 31 日 

4 売主からの調達金額 

 売主（調達元）：富士通 Japan 株式会社 岡山・山陰公共ビジネス部 

 金額：１０，６０６，０００円（消費税及び地方消費税は含まない） 

 ※数量及び仕様書等の詳細は、別紙明細表のとおり 

5 リース期間 

 令和７年９月１日～令和１０年８月３１日 

6 契約の締結 

 ・契約は、賃貸人と鳥取市の二者で締結するものとし、鳥取市は当該契約に基づく費用 

 を賃貸人に支払うものとする。 

 ・長期継続契約に基づく賃貸契約とする。 

 ・当該契約期間中であっても、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算が減額 

 または削除された場合は、この契約を変更または解除することができるものとする。 

 ・リース料の支払いは毎月払いとし全３６期に分けて行う。 

 ・契約に基づく作業及び作業主体は別表のとおりとする。 

 ・契約期間満了後は、対象物品を鳥取市へ無償譲渡するものとする。 

 

7 その他 

 ・納品に際して発生した廃棄物は、すべて売主が回収し、責任をもって適正処理する 

 こと。 

 ・納品に際して施設備品等を汚損した場合は、速やかに原状回復を行うこと。 

 その際発生する費用については売主の負担とする。 

 ・当該機器については、売主により３年間のメーカー保証を付けること。 

 ・動産総合保険は、賃貸人の負担とする。 

 ・固定資産税の納付は免除となる。 

 ・本仕様書に記載のない事項については、必要に応じて売主、賃貸人、鳥取市で協議を 

 行い定めるものとする。 

 

 

 















別表１ 

機器の調達 
本仕様に則した機器を仕入れる。 売主 

調達機器を購入する。 賃貸人 

納品計画の確認 
事前に納品機器の設定情報や納品場所、スケジュール等

について確認する。 

鳥取市 

売主 

機器の設定 本仕様に則した設定を行う。 売主 

設定内容の確認 マスターとなる機器の動作確認を行う。 
鳥取市 

売主 

機器の納品 設定を施した機器を指定された場所に納品する。 売主 

機器の検査 
指定場所への機器の納品を確認する。 

（売主からの報告によるものでも可） 

鳥取市 

売主 

機器の引き渡し 納品機器の引き渡し（リース開始）を行う。 賃貸人 

対価の支払い 支払い計画に基づき賃貸人に本契約の対価を支払う。 鳥取市 

機器の保守 
メーカー保証や他契約等により、機器故障時の交換等対

応を行う。 

鳥取市 

売主 

※上記に示していない詳細な作業については、必要に応じて別途協議し定める。 



賃借料

（消費税及び地方消費税を含む）
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